
水道の利用中止にあたってご準備いただくもの 

 

水道の中止のお申込みをされる際は、調定番号をご準備ください。 

調定番号は、【ご使用水量等のお知らせ】や【領収書等】に記載されています。 

なお、調定番号がご不明な場合は、大阪市行政オンラインシステムからお問い合わせいただ

けます。 

 

水道料金の仕組みと料金及び計算式などについて 

 

水道料金の仕組みと料金を、確認下さい。 

ご使用日数（開始の場合は、水道の使用開始日から最初のメーター検針日までの日数。中

止の場合は、前回メーター検針日の翌日から水道の使用中止日までの日数）によって、料金

を算出する際の計算月数が異なります。 

・ ご使用日数が 15 日以下の場合 計算月数 0.5 か月 

・ ご使用日数が 16 日以上の場合 計算月数 １か月 

計算月数が 0.5 か月か１か月かによってご負担いただく基本料金及び適用する料金表が

異なります。詳しくは、水道料金・下水道使用料早見表と計算式をご確認ください。 

 

https://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000014770.html
https://lgpos.task-asp.net/cu/271004/ea/residents/procedures/apply/76b3d2f4-a917-4225-b072-f337d7b1f9a6/start
https://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000321790.html
https://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000321794.html

